
議会基本条例 検討項目（案）について

基本条例 実施事項 取組の状況・検討事項等

○和光市議会基本条例

平成２２年１２月２日

条例第２４号

改正 平成２４年１２月２０日条例第３８号

平成２５年１２月１７日条例第３０号

目次

前文

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 議会及び議員の責務と活動原則（第３条・

第４条）

第３章 議会と市民との関係（第５条）

第４章 議会と行政の関係（第６条―第９条）

第５章 政務活動費（第１０条）

第６章 議会及び議会事務局の体制整備（第１１条

―第１３条）

第７章 議員の身分、待遇及び政治倫理（第１４条

―第１６条）

第８章 議会に関する他の条例との関係及び見直し

手続（第１７条・第１８条）

附則

地方自治制度の二元代表制の下において、議会は、

市民の代表者である議員の活動により運営される議

事機関であり、市民の多様な意見を的確に把握し、市

の意思決定機関として市民の負託にこたえなければ

ならない。

この責務を果たすため、すでに和光市議会は、本会

議一般質問における一問一答方式の導入、和光市議会

議員政治倫理条例の制定等、さまざまな議会改革を積

【注釈】

（改革）…平成23年度から改革項目として審議したもの。

「課題」は、今後の議論の方向性を示したもの。

◇平成11年通常選挙から議員定数削減26→24

◇平成11年5月24日議運決定 一般質問の回数制

限の廃止

◇平成14年議会周知ポスター導入

◇平成14年2月日曜議会実施、同10月土曜議会実

施

◇平成1５年１月政治倫理条例施行

◇平成15年通常選挙から議員定数削減24→22

◇平成18年出席費用弁償廃止

◇平成19年10月議会運営委員会で協議開始（議会

改革）検討55項目（重複有り）を各会派より提

出

◇平成20年8月検討55項目にあった議会基本条例

について協議開始（以降、「改革議運」において

条文について協議を行う。）

◇平成21年より第1回定例会（3月議会）日曜開

会

◇平成21年7月13日市民向け講演会開催

「議会基本条例の制定に向けて」

◇平成21年行政全般の研修実施

◇平成22年4月17・25日議会報告会開催

◇平成22年7月19日議会基本条例素案説明会

◇平成22年11月6日議会改革基本条例案市民報告

会

◇平成22年11月13日第四次基本構想審査特別委

員会の審査内容について市民説明会

◇平成23年1月1日議会基本条例施行

◇平成23年通常選挙から議員定数削減22→18

◇平成23年委員会審査パソコン使用（試行）

◇平成23年本会議場に質問席設置



極的に進めてきたところである。

和光市の地理的、社会的特性に起因する諸課題に対

応するため、議員一人ひとりがその責務と役割を自覚

し、研さんに努めるとともに、市長等との緊張関係を

保持しながら、より一層市民に開かれた議会を目指す

ため、地方分権時代にふさわしい議会の在り方として

の基本理念を明らかにし、議会の権能を発揮すること

により、政策立案及び政策提言のできる議会を目指

し、もって市民福祉の向上に寄与することを決意し、

この条例を制定するものである。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、議会活動及び議会運営に係る基

本事項を定めることにより、市民の負託に的確にこ

たえ、市民福祉の向上に寄与することを目的とす

る。

（定義）

第２条 この条例において「市長等」とは、市長（水

道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委

員会をいう。

第２章 議会及び議員の責務と活動原則

（議会の責務と活動原則）

第３条 議会は次に掲げる原則に基づき活動しなけ

ればならない。

（１）公正性を確保し、透明性及び信頼性を高める

ことにより、市民に開かれた議会を目指すこ

第２章 議会及び議員の責務と活動原則

１ 全会一致による和光市議会としての意見書提出

２ (改革)6月及び12月定例会常任委員会の相互傍聴

３ 学校建設等特別委員会の設置

４ 市議会ホームページのリニューアル

５ 会議出欠席の明瞭化

◇平成24本会議場でのパソコン使用許可

（スマホ・タブッレット含む）

◇平成24年6月・12月常任委員会の相互傍聴可能

な日程とする。



と。

（２）市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反

映させるよう努めること。

（３）分かりやすい言葉を用いた説明に努めるこ

と。

（４）議会に対する市民の関心が高まるよう努める

こと。

（議員の責務と活動原則）

第４条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなけ

ればならない。

（１）議会が言論の場であることを十分認識し、議

員相互の自由な討議を充実させること。

（２）市政の課題全般について、市民の意見を的確

に把握するとともに、自己の能力を高める不断

の研さんによって、市民の代表としてふさわし

い活動をすること。

（３）個別的な事案の解決だけにとどまらず、市民

全体の福祉の向上を目指して活動すること。

第３章 議会と市民との関係

（議会と市民との連携）

第５条 議会は、その有する情報を市民と共有するた

め、積極的に討議内容及び議決事件を説明するもの

とする。

２ 議会は、本会議、委員会及び全員協議会を原則公

開とする。

３ 議会は、議会報告会等、市民との意見交換の場を

設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政

策提案の機会の拡大を図るものとする。

４ 議会は、請願及び陳情を市民等からの政策提案と

位置づけ、必要に応じて提出者等から意見を聴くよ

６ 手話通訳の実施

◎基本条例の検討事項（案）：

・第4条に関して

「議員間討議」のあり方。（新しい風、公明党、緑風会）

第３章 議会と市民との関係

１（改革）人事案件の起立採決

課題：公表は、市長からの提供資料の状況をみながら時間

をかけて議論する。

２ 委員会、全員協議会の開催及び予定審査の事前周知、来

庁者への掲示

３ インターネットによる本会議録画中継

４ 常任委員会記録、全員協議会記録の公開

５（改革）議会報告会を開催、議運で運営､年２回、意見交換

を含む、テーマはその都度決定、研修は随時

課題：議会報告会のあり方、実施方法、市民意見の聴取

の工夫等



う努めるものとする。ただし、陳情は、その内容が

請願に適合するものに限る。

第４章 議会と行政の関係

（議会及び議員と市長等との関係）

第６条 議員が質疑及び質問を行うに当たっては、論

点を明確にするため、一般質問においては、一問一

答の方式により行うことができる。

２ 議会及び議員は、市長等との緊張関係を保持しな

がら、議会審議に臨まなければならない。

３ 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員若し

くは委員による質疑又は質問に対する答弁に必要

な範囲内で、当該質疑若しくは質問を行った議員又

は委員に対してその趣旨を確認するための質問を

することができる。

（市長による政策の形成過程の説明）

第７条 議会は、市長が提案する重要な計画、政策、

事業等（以下「政策等」という。）について、議会

審議における論点情報を形成し、その政策水準を高

めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事

６ 請願陳情の取り扱いの検討

７ 総括質疑通告書を公開

８ 議長公務報告をホームページで公開

９ 和光市議会先例集をホームページ･図書館で公開

10 市民まつりのブース設置の検討

課題：市民まつりの実施状況を見ながら検討

11 日曜議会の実施（３月定例会）

（施政方針、日程、負担等の検討が考えられる。）

◎基本条例検討事項(案)：

・第5条に関して

「議会報告会」のあり方。（新しい風、公明党、緑風会、日

本共産党）

第４章 議会と行政との関係

１（改革）一般質問は、所定の時間内に個人の責任で発言、

また、通告書を明瞭化し提出期限を短縮

２（改革）総括質疑は、総括的且つ大綱的なものに止め、詳

細な審査を委員会で

３（改革）執行部への反問権の付与ではなく、必要なときに

質問趣旨の確認を徹底してもらう

課題：議事運営に支障が出たら検討

４ 決算審査の試行的常任委員会への分割付託

◎基本条例の検討事項：

第6条第2項に関して「決算審査」のあり方。（公明党）



項について政策等の形成過程の説明を行うよう求

めるものとする。

政策等の背景と経緯

（１）検討した他の政策案の内容

（２）他の自治体の類似する政策等との比較検討

（３）総合計画における根拠又は位置づけ

（４）関係する法令及び条例等

（５）政策等の実施に係る財源措置

（６）将来にわたる政策等のコスト計算

（７）市民参加の実施の有無と内容

（予算及び決算における政策説明）

第８条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、

前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業

別の説明を市長に求めるものとする。

（市民参加の実施の報告）

第９条 議会は、市長等が和光市市民参加条例（平成

１５年条例第２６号）の定めるところにより市民参

加を実施しようとするときは、当該市民参加の目的

及び概要について、市長等に対し事前に報告するよ

う求めるものとする。

２ 市長等は、前項の規定により報告した内容に変更

等が生じたときは、速やかにその内容を議会に報告

しなければならない。

第５章 政務活動費

（政務活動費）

第１０条 政務活動費に関しては、和光市議会政務活

動費の交付に関する条例（平成１３年条例第１０

号）に定めるところにより適正に執行しなければな

らない。

２ 政務活動費の収支報告書及び会計帳簿等につい

第５章 政務活動費

１（改革） 政務活動費は廃止せず現状どおりの交付、使途

基準の協議

２（改革）政務活動費収支報告書の公開

課題：公開の範囲は再度協議



ては、積極的に公表するものとする。

第６章 議会及び議会事務局の体制整備

（議会事務局の機能強化）

第１１条 議会は、政策立案機能を高めるため、議会

事務局の調査及び法務機能の強化を図るものとす

る。

（議員研修の充実）

第１２条 議会は、政策立案機能の向上に資するよ

う、議員研修の充実を図るものとする。

（議会広報の充実）

第１３条 議会は、議会の活動及び議論の内容につい

て、市民に対し適時に周知するものとする。

２ 議会は、前項の周知を行うに当たっては、多くの

市民が議会と市政に関心を持つことができるよう

多様な広報手段を活用するよう努めるものとする。

第７章 議員の身分、待遇及び政治倫理

（議員定数）

第１４条 議員定数は、和光市議会議員定数条例（平

成１４年条例第３５号。以下「定数条例」という。）

に定めるところによる。

第６章 議会及び議会事務局の体制整備

１（改革）議員研修の実施、充実(議員又は会派が内容提案、

報告書の提出）

２ 常任委員会行政視察の相互報告を提議

課題：今後検討

３（改革）会派は基本条例に定義せず、先例に基づく会

派

課題：機会があれば位置づけを議論

４（改革）会派代表者会議は会派間の意見調整の場

５ 議会広報の充実（編集回数の増加）

６ 声の市議会だよりをホームページで公開

７ 和光市議会災害対策連絡会議設置要綱の制定

８ 傍聴者の対応（録音録画の不許可、未就学児連れは全員

協議会モニターで閲覧）

９ 議場内ハロゲン灯の消灯による節電（5.2kw24％の削減効

果）

10 議場内質問席のマイク増設（1本から2本へ）

11 本会議での試行的パソコン使用

◎基本条例の検討事項(案)：

・第11条に関して

「議会事務局の充実」（新しい風）

第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理

１（改革）議員定数は削減せずに現状維持

課題：広く市民の意向を把握した上で、議員や議会 の役

割を検証しながら取り組む

２（改革）議員報酬は削減せずに現状維持



２ 定数条例の改正に当たっては、広く市民の意向を

把握した上で、定数を検討するものとする。

３ 定数条例の条例改正議案は、市民の直接請求によ

る場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の

基準等の明確な改正理由を付して、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１

０９条第６項又は第１１２条第１項の規定により

委員会又は議員が提出するものとする。

（議員報酬）

第１５条 和光市議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例（昭和４４年条例第２９号）の条

例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長

が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付

して、法第１０９条第６項又は第１１２条第１項の

規定により委員会又は議員が提出するものとする。

（議員の政治倫理）

第１６条 議員の政治倫理は、和光市議会議員政治倫

理条例（平成１４年条例第３６号）に定めるところ

による。

第８章 議会に関する他の条例との関係及び見直し

手続

（議会に関する他の条例との関係）

第１７条 この条例は、議会に関する基本的事項を定

める条例であり、議会に関する他の条例等を制定

し、又は改廃する場合においては、この条例との整

合を図るものとする。

（見直し手続）

第１８条 議会は、一般選挙を経た任期中に、この条

例の目的が達成されているかどうかを検討するも

のとする。

３ 議員報酬の特例削減（H24年度・H25年度の期末手当３％

減額）

◎基本条例の検討事項（案）：

・第14条に関して

「定数を17名に減数する。」（和光市政を改革する会）



２ 議会は、前項による検討の結果、必要があると認

める場合は、必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成２３年１月１日から施行する。

附 則（平成２４年条例第３８号）抄

（施行期日）

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平

成２４年法律第７２号）附則第１条ただし書の規定に

よる政令で定める日（以下「施行日」という。）から

施行する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２

条の改正規定は、平成２６年４月１日から施行する。

◎その他の検討事項（案）：

・会議規則関係

「一般質問のあり方」において、「市の一般事務」及び「議長

の許可を得て質問することができる」の見直し。（和光市政を

改革する会）

・申し合わせ関係

「意見書提出の取り扱い」について。（日本共産党）


